
JP 4429523 B2 2010.3.10

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
（１）ケイ素原子に結合した有機基の１０～２０モル％がフェニル基、残余の有機基がア
ルキル基またはアルケニル基であり、両末端が水酸基で封鎖されたポリジオルガノシロキ
サン１００重量部と、（２）（Ｒ1）3ＳｉＯ1/2単位とＳｉＯ4/2単位からなり（式中、Ｒ
1は１価の炭化水素基を表わす）、ＳｉＯ4/2単位１モルに対する（Ｒ1）3ＳｉＯ1/2単位
の量が０．５～１．２モルであり、ケイ素原子に結合した水酸基を分子中に少なくとも１
個有する分岐状ポリオルガノシロキサン７０～１３５重量部とを、水酸化リチウムにより
部分縮合して得られたフェニル基含有ポリオルガノシロキサン縮合体からなることを特徴
とする創傷被覆材用シリコーン粘着剤組成物。
【請求項２】
（１）成分が一般式（Ｉ）：
【化１】
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（式中、Ｒ2およびＲ3は互いに同一でも異なっていてもよく、Ｒ2およびＲ3の合計の１０
～２０モル％がフェニル基であり、残余がアルキル基あるいはアルケニル基であり、ｎは
１０００～８０００の数である）で示されるポリジオルガノシロキサンであることを特徴
とする請求項１に記載の創傷被覆材用シリコーン粘着剤組成物。
【請求項３】
前記フェニル基含有ポリオルガノシロキサン縮合体が、ケイ素原子に結合した水酸基を分
子中に０．１～０．９重量％含有することを特徴とする請求項１または２に記載の創傷被
覆材用シリコーン粘着剤組成物。
【請求項４】
粘度が９０００ｍＰａ・ｓ以上である請求項１～３のいずれかに記載の創傷被覆材用シリ
コーン粘着剤組成物。
【請求項５】
タックが１．９×１０4Ｎ／ｍ2以上であり、剥離性シートに対する剥離力が０．９８Ｎ／
２５ｍｍ以下である請求項１～４のいずれかに記載の創傷被覆材用シリコーン粘着剤組成
物。
【請求項６】
基材の一方の表面上に、請求項１～５のいずれかに記載された創傷被覆材用シリコーン粘
着剤組成物からなる粘着層を設け、さらに剥離性シートを貼着してなることを特徴とする
創傷被覆材。
【請求項７】
前記基材がポリウレタン弾性繊維からなる不織布からなる請求項６に記載の創傷面保護材
。
【請求項８】
前記不織布の粘着層を設けた面と反対側の表面に撥水剤を塗布してなる請求項７に記載の
創傷被覆材。
【請求項９】
前記不織布が、溶融紡糸されたポリウレタン弾性フィラメントが集束されずに積層され、
前記積層されたフィラメントの接触点が該フィラメント自体により接合されてなり、かつ
不織布の剛軟度が式：
　　　　　　　Ｙ＜０．２Ｘ＋２０
（式中、Ｙは剛軟度（ｍｍ））、Ｘは目付（ｇ／ｍ2）を示す）を満足するものである請
求項７または８に記載の創傷被覆材。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は創傷被覆材用シリコーン粘着剤組成物およびそれを用いた創傷被覆材に関する。
【０００２】
【従来の技術】
シリコーン系粘着剤は、アクリル系粘着剤のような皮膚刺激性がないため、近年、絆創膏
などの医療用粘着テープの粘着剤として用いられており、たとえば、特開平７－５２３２
６号公報、特公平７－８５５４号公報、特許第２８６５３４２号公報などには、救急絆創
膏などの感圧粘着テープが開示されている。
【０００３】
救急絆創膏などの感圧粘着テープにおいては、たとえば、粘着剤を不織布などの粘着テー
プ基材の一面に塗布して粘着面を形成し、その粘着面の一部に創傷面を保護するための吸
湿性シートを貼着させ、粘着面および吸湿性シートを使用直前まで保護するために、剥離
紙などの剥離性シートを残りの粘着面に貼着している。
【０００４】
前記の公報においては、使用するシリコーン系粘着剤に関する詳細な記述がなく、また、
開示されているシリコーン系粘着剤は、必ずしも、粘着特性のバランスがよくなく、さら
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にシリコーン粘着剤の粘着特性の経時的変化が大きいため、アクリル系の粘着剤と比べて
、経時的にべたつき感が減少したり、剥離紙からの剥離が悪くなるなどの欠点があり、さ
らなる改善が求められていた。とくに、被着体であるヒトの皮膚と粘着面との間の保持力
と、粘着面と剥離紙との間の剥離力とのバランスの改善と、その経時的安定性の改善が求
められていた。
【０００５】
また、特開昭５１－１４３０４２号公報、特公昭５７－５６５０９号公報には、シリコー
ン系粘着剤の塗布面を保護するために、アリール基含有シリコーン粘着剤とシリコーン系
剥離剤を塗布した剥離紙とを組み合わせる例が開示されている。これらの公報では、アリ
ール基含有生ゴムとＭＱレジンとをアミノシランで脱水縮合させているため、救急絆創膏
用途で要求されるタックの高い粘着剤を得ようとすると保持力が低下し、かつ高い剥離力
が必要となり、保持力と剥離力とのバランスが取れなくなる欠点があった。いいかえれば
、この組み合わせでは、粘着層の剥離層からの剥離力を重要視するあまり、他の粘着特性
（タック、保持力、粘着力など）のバランスが悪くなっていた。また、アミノシランの代
わりに水酸化ナトリウムを用いて、アリール基含有生ゴムとＭＱレジンとを脱水縮合させ
る例も開示されているが、水酸化ナトリウムを使用すると反応速度が速く、製品の粘度低
下を招くという欠点があった。
【０００６】
一般に粘着剤のタックが高い場合には、粘着力が低下し、また、粘着剤の皮膜が軟らかく
なる結果、保持力（凝集力）も低下する。逆に保持力あるいは粘着力の高い粘着剤では、
タックが低下する。剥離力とタックとの間には相関関係が認められ、粘着剤のタックが高
い場合には剥離力が大きくなる。
【０００７】
したがって、創傷被覆材には、こうした各種粘着特性のバランスの取れたシリコーン系粘
着剤を使用する必要がある。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
上述のように、従来のシリコーン系粘着剤を使用した創傷被覆材では、粘着特性のバラン
スやその経時的安定性をさらに改善することが望まれていた。とくに、被着体と粘着面と
の間のタック、保持力と、粘着面と剥離紙との間の剥離力とのバランスの改善と、その経
時的安定性の改善が求められていた。
【０００９】
本発明の目的は、すぐれた粘着特性（タック、保持力、粘着力など）を示す創傷被覆材用
シリコーン粘着剤組成物およびそれを用いた創傷被覆材を提供することである。とくに粘
着特性の経時的安定性にすぐれた創傷被覆材用シリコーン粘着剤組成物およびそれを用い
る創傷被覆材を提供することである。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
すなわち請求項１に係る発明は、（１）ケイ素原子に結合した有機基の１０～２０モル％
がフェニル基、残余の有機基がアルキル基またはアルケニル基であり、両末端が水酸基で
封鎖されたポリジオルガノシロキサン１００重量部と、（２）（Ｒ1）3ＳｉＯ1/2単位と
ＳｉＯ4/2単位からなり（式中、Ｒ1は１価の炭化水素基を表わす）、ＳｉＯ4/2単位１モ
ルに対する（Ｒ1）3ＳｉＯ1/2単位の量が０．５～１．２モルであり、ケイ素原子に結合
した水酸基を分子中に少なくとも１個有する分岐状ポリオルガノシロキサン７０～１３５
重量部とを、水酸化リチウムにより部分縮合して得られたフェニル基含有ポリオルガノシ
ロキサン縮合体からなることを特徴とする創傷被覆材用シリコーン粘着剤組成物に関する
。
【００１１】
請求項２に係る発明は、（１）成分が一般式（Ｉ）：
【００１２】
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【化２】

【００１３】
（式中、Ｒ2およびＲ3は互いに同一でも異なっていてもよく、Ｒ2およびＲ3の合計の１０
～２０モル％がフェニル基であり、残余がアルキル基あるいはアルケニル基であり、ｎは
１０００～８０００の数である）で示されるポリジオルガノシロキサンであることを特徴
とする請求項１に記載の創傷被覆材用シリコーン粘着剤組成物に関する。
【００１４】
請求項３に係る発明は、前記フェニル基含有ポリオルガノシロキサン縮合体が、ケイ素原
子に結合した水酸基を分子中に０．１～０．９重量％含有することを特徴とする請求項１
または２に記載の創傷被覆材用シリコーン粘着剤組成物に関する。
【００１５】
請求項４に係る発明は、粘度が９０００ｍＰａ・ｓ以上である請求項１～３のいずれかに
記載の創傷被覆材用シリコーン粘着剤組成物に関する。
【００１６】
請求項５に係る発明は、タックが１．９×１０4Ｎ／ｍ2以上であり、剥離性シートに対す
る剥離力が０．９８Ｎ／２５ｍｍ以下である請求項１～４のいずれかに記載の創傷被覆材
用シリコーン粘着剤組成物に関する。
【００１７】
請求項６に係る発明は、基材の一方の表面上に、請求項１～５のいずれかに記載された創
傷被覆材用シリコーン粘着剤組成物からなる粘着層を設け、さらに剥離性シートを貼着し
てなることを特徴とする創傷被覆材に関する。
【００１８】
請求項７に係る発明は、前記基材がポリウレタン弾性繊維からなる不織布からなる請求項
６に記載の創傷被覆材に関する。
【００１９】
請求項８に係る発明は、前記不織布の粘着層を設けた面と反対側の表面に撥水剤を塗布し
てなる請求項７に記載の創傷被覆材に関する。
【００２０】
請求項９に係る発明は、前記不織布が、溶融紡糸されたポリウレタン弾性フィラメントが
実質的に集束されずに積層され、前記積層されたフィラメントの接触点が該フィラメント
自体により接合されてなり、かつ不織布の剛軟度が式：
Ｙ＜０．２Ｘ＋２０
（式中、Ｙは剛軟度（ｍｍ））、Ｘは目付（ｇ／ｍ2）を示す）を満足するものである請
求項７または８に記載の創傷被覆材に関する。
【００２１】
【発明の実施の形態】
本発明の創傷被覆材用シリコーン粘着剤組成物は、（１）ケイ素原子に結合した有機基の
１０～２０モル％がフェニル基、残余の有機基がアルキル基またはアルケニル基であり、
両末端が水酸基で封鎖されたポリジオルガノシロキサン１００重量部と、（２）（Ｒ1）3

ＳｉＯ1/2単位とＳｉＯ4/2単位からなり（式中、Ｒ1は１価の炭化水素基を表わす）、Ｓ
ｉＯ4/2単位１モルに対する（Ｒ1）3ＳｉＯ1/2単位の量が０．５～１．２モルであり、ケ
イ素原子に結合した水酸基を分子中に少なくとも１個有する分岐状ポリオルガノシロキサ
ン７０～１３５重量部とを、水酸化リチウムにより部分縮合して得られたフェニル基含有
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ポリオルガノシロキサン縮合体（以下、単にシリコーン粘着剤という場合がある）からな
ることを特徴とするものである。
【００２２】
本発明におけるシリコーン粘着剤の製造に用いられる（１）成分のポリジオルガノシロキ
サンは、フェニル基を含有し、残余の有機基がアルキル基またはアルケニル基で構成され
、両末端が水酸基で封鎖されているものである。
【００２３】
この（１）成分のポリジオルガノシロキサンは、実質的に直鎖状のシロキサン骨格を有し
、両末端の水酸基が（２）成分中の水酸基と脱水縮合して、粘着剤のベースポリマーを形
成する。
【００２４】
（１）成分のポリジオルガノシロキサンとしては、式（Ｉ）で示されるように、有機基と
してフェニル基とアルキル基またはアルケニル基を有し、両端部のケイ素原子に結合する
有機基はメチル基であるものが好ましい。
【００２５】
ケイ素原子（両末端のケイ素原子を除く）に結合した全有機基のうち、１０～２０モル％
、好ましくは１１～１８モル％がフェニル基であることが望ましい。フェニル基の量が１
０モル％未満では、フェニル基含有シリコーン粘着剤の特徴である高凝集力が得られず、
一方２０モル％を超えると成分（２）の分岐状ポリオルガノシロキサンとの相溶性が悪く
なり、脱水縮合反応が困難となる。
【００２６】
フェニル基の結合したケイ素原子においては、このケイ素原子上の２個の有機基のうち、
１個がフェニル基であっても、２個がフェニル基であってもよい。
【００２７】
（１）成分のポリジオルガノシロキサンの残余の有機基は、アルキル基、アルケニル基な
どの炭化水素基であることが望ましい。アルキル基としては、メチル、エチル、プロピル
などが例示される。合成が容易で、（１）成分に比較的低い粘度を与え、かつ得られる粘
着剤に耐熱性、耐寒性、耐水性、耐候性などのポリシロキサン固有の性質を典型的に付与
する点から、メチル基が好ましく用いられる。アルケニル基としては、ビニル、アリル、
ブテニル、ヘキセニルなどが例示されるが、合成が容易で、良好な耐熱性を与える点から
はビニル基が好ましい。
【００２８】
このような（１）成分のポリジオルガノシロキサンの重合度、すなわちシロキサン単位の
数ｎは、得られる粘着剤の粘着性と、製造ないし取り扱いの容易性を考慮して、通常１０
００～８０００の範囲であり、２０００～７０００であることが好ましい。
【００２９】
（２）成分の分岐状ポリオルガノシロキサンは、（Ｒ1）3ＳｉＯ1/2単位とＳｉＯ4/2単位
からなるポリオルガノシロキサンであり、Ｒ1の炭化水素基としてはメチル、エチル、プ
ロピルなどのアルキル基、ビニル、アリルなどのアルケニル基、およびフェニル基が例示
される。合成が容易なことからメチル基が好ましく用いられる。
【００３０】
（２）成分の（Ｒ1）3ＳｉＯ1/2単位とＳｉＯ4/2単位の比は、ＳｉＯ4/2単位１モルに対
して（Ｒ1）3ＳｉＯ1/2が０．５～１．２モル、好ましくは０．６～１．１モルである。
０．５モル未満ではタックが極端に低下し、一方１．２モルを超えると凝集力が低下する
傾向がある。
【００３１】
さらに、（２）成分の分岐状ポリオルガノシロキサンは、ケイ素原子に結合した水酸基を
有しており、この水酸基が（１）成分のポリオルガノシロキサンとの部分縮合反応に寄与
する。
【００３２】
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（２）成分は製造工程上、通常有機溶剤に溶解した状態で得られるが、固形分６０重量％
のキシレン溶液として２５℃における粘度が１３～１６ｍＰａ・ｓのものが好ましく用い
られる。粘度１３ｍＰａ・ｓ未満では、タックは高くなるが保持力が低下する傾向がある
。粘度１６ｍＰａ・ｓを超えると保持力は強いが、タックが低下する傾向がある。
【００３３】
部分縮合反応によってシリコーン粘着剤（フェニル基含有ポリオルガノシロキサン縮合体
）を形成するには、（１）成分の１００重量部に対して（２）成分を７０～１３５重量部
用いることが好ましい。（２）成分の量が７０重量部未満では得られる凝集剤の凝集力が
乏しく、一方１３５重量部を超えると粘着性（タック）が低下する。
【００３４】
水酸化リチウムの配合量は、触媒としての有効量であり、（１）成分と（２）成分との合
計量に対して、水酸化リチウムとして１～５０ｐｐｍ程度であり、好ましくは３～２０ｐ
ｐｍである。１ｐｐｍ未満では縮合反応が遅く連続生産する場合に実用上不利であり、一
方５０ｐｐｍを超えても縮合速度は向上せず、経済性および得られる粘着剤の安定性のう
えで好ましくない。
【００３５】
部分縮合反応は、たとえばトルエン、キシレンのような有機溶媒の存在下に、水酸化リチ
ウム触媒を用いて、有機溶媒の還流温度において、数時間加熱しながら生成する水を系外
に除去しながら行なうことができる。反応時間は、製造スケールや使用する触媒量などに
よって異なるが、たとえば、触媒量５ｐｐｍで１～５ｋｇの粘着剤を調製する場合には、
通常溶媒の還流温度で４～８時間程度反応させることが望ましい。
【００３６】
創傷被覆材に使用するためには、（１）成分と（２）成分との部分縮合反応によって得ら
れたシリコーン粘着剤が、ケイ素原子に結合した水酸基を、分子中に０．１～０．９重量
％含有することが好ましい。さらに好ましくは、０．２～０．７重量％である。この範囲
ではとくに粘着特性の経時安定性がすぐれている。
【００３７】
従来、部分縮合反応においてはアミノシラン、水酸化ナトリウムなどが触媒として用いら
れていた。しかし、アミノシランを使用した反応では、（１）成分と（２）成分との部分
縮合反応が充分ではなく、得られたシリコーン粘着剤の保持力が不充分となる。水酸化ナ
トリウムを用いた反応では、得られたシリコーン粘着剤の保持力は充分であるが、粘着が
著しく低下するため製品の粘度コントロールが困難となる。
【００３８】
本発明のシリコーン粘着剤組成物は、粘着剤成分が前記シリコーン粘着剤（フェニル基含
有ポリオルガノシロキサン縮合体）のみからなるものであってもよいが、粘度、タックな
どの微調整のために、必要に応じて、前記（２）成分の分岐状ポリオルガノシロキサンや
、アクリル系粘着剤など他の粘着剤を含有せしめることができる。たとえば、シリコーン
粘着剤に分岐状ポリオルガノシロキサンを配合することによって粘着力を高めることがで
きる。その場合タックが低下することがあるが、アクリル系粘着剤をさらに配合すること
により、タックの低下を防止できる。
【００３９】
分岐状ポリオルガノシロキサンは、シリコーン粘着剤（フェニル基含有ポリオルガノシロ
キサン縮合体）の特性を損なわない範囲で粘度を調整するためには、該シリコーン粘着剤
に対して、１～１５重量％（不揮発分換算）程度配合される。
【００４０】
前記アクリル系粘着剤としては、特に制限されず各種のものが使用できるが、たとえばア
クリル酸２-エチルヘキシルおよびアクリル酸ブチルを主成分とする共重合体が代表例と
してあげられる。前記アクリル酸２-エチルヘキシルとアクリル酸ブチルとの配合割合は
、重量比で２０：８０～８０：２０、好ましくは２０：８０～４０：６０となるように調
整される。アクリル酸２-エチルヘキシルの割合が前記範囲よりも少ない場合には、粘着
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剤の凝集力が増加し、粘着力が低下し、また前記範囲よりも大きいばあいには、粘着剤の
凝集力が低化しすぎて粘着力が低下する傾向がある。なお、前記アクリル系粘着剤を構成
するモノマー成分として、各種モノマー、たとえばポリアクリルアミド、アクリル酸など
を全体の５重量％を超えない範囲内で配合してもよい。
【００４１】
なお、前記アクリル系粘着剤の粘度は、シリコーン粘着剤との相溶性の点から５００～２
００００ｍＰａ・ｓ、なかんづく１０００～１００００ｍＰａ・ｓ(２５℃）であるのが
好ましい。
【００４２】
前記アクリル系粘着剤は、シリコーン粘着剤（フェニル基含有ポリオルガノシロキサン縮
合体）の特性を損なわない範囲でタックを調整するためには、該シリコーン粘着剤または
該シリコーン粘着剤と分岐状ポリオルガノシロキサンの混合物に対して、１～１０重量％
（不揮発分換算）程度、好ましくは２～７重量％程度配合される。
【００４３】
本発明のシリコーン粘着剤組成物には、必要に応じて、本発明の作用効果を損なわない範
囲内で、公知の添加剤を配合してもよい。このような添加剤としては、煙霧質シリカのよ
うな無機質充填剤、ベンガラのような顔料、染料、有機過酸化物、２－メチル－３－ブチ
ン－２－オールのような硬化抑制剤、２－ヒドロキシ－２－メチル－１－フェニルプロパ
ン－１－オンのような光増感剤、耐熱添加剤、シリコーンレジンなどが例示される。
【００４４】
このようにして得られた本発明のシリコーン粘着剤組成物は、粘度が９０００ｍＰａ・ｓ
（２５℃）以上であるのが好ましい。ここで、粘度は後記の実施例１における測定方法（
製品粘度）により測定されるものであり、溶剤としてトルエン／キシレン混合溶剤を用い
、固形分濃度５５重量％での測定値である。シリコーン粘着剤組成物の粘度が前記範囲未
満であると、基材に粘着剤を塗布する際、作業上、取り扱い上の問題が発生する傾向があ
る。
【００４５】
また本発明のシリコーン粘着剤組成物は、製造後の初期において、さらには製造後４０℃
で１ヵ月経時後において、タック（プローブタック）が１．９×１０4Ｎ／ｍ2以上であり
、剥離性シートに対する剥離力が０．９８Ｎ／２５ｍｍ以下であるのが好ましく、さらに
、タック（プローブタック）が１．９×１０4～７．８×１０4Ｎ／ｍ2（特に３．５×１
０4～７．８×１０4Ｎ／ｍ2）、剥離力が０．０８０～０．９８Ｎ／２５ｍｍ（とくに０
．０８０～０．４９Ｎ／２５ｍｍ）、粘着力が８．８～１５Ｎ／１９ｍｍ、保持力が１５
～９０分であるのが好ましい。ここで、本発明のシリコーン粘着剤組成物についてのタッ
ク（プローブタック）、粘着力、保持力の値は後記の実施例１における測定方法により測
定されるものであり、ポリエチレンテレフタレートフィルム（ＰＥＴフィルム）上に粘着
層を形成した試料についての値である。また、剥離力は該試料についてメチル系剥離紙用
シリコーン塗工紙に対する値である。本発明のシリコーン粘着剤組成物の前記測定条件下
でのタック、剥離力、粘着力、保持力が、初期において、さらに経時においても、前記範
囲内であると、創傷被覆材として実用する場合（皮膚に貼り付けた場合）においても、タ
ック、剥離力、粘着力、保持力がバランスのとれたものとなり、好ましい。
【００４６】
前記シリコーン粘着剤組成物を、基材に塗布して粘着層を設け、さらに剥離性シートを貼
着することで、本発明の創傷被覆材が得られる。
【００４７】
本発明の創傷被覆材に用いられる基材としてはとくに制限されず、各種のものが使用でき
る。たとえば、軟質塩化ビニル樹脂フィルム、ポリエチレンなどのオレフィン系樹脂フィ
ルム、ポリウレタンフィルムなどの樹脂フィルム、ポリエチレン不織布、レーヨン不織布
、ポリウレタン不織布などがあげられる。基材の厚さは、２０～７００μｍ程度が適当で
ある。
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【００４８】
基材の一方の表面上に粘着層を設ける方法についてはとくに限定はないが、その一例をあ
げれば、たとえば前記シリコーン粘着剤組成物を基材の一方表面上に刷毛塗り、スプレー
コーティング、ナイフコーティングなどにより付着せしめたのち、前記シリコーン粘着剤
組成物に含まれた有機溶剤を除去する方法などがあげられる。なお、シリコーン粘着剤組
成物に有機過酸化物を配合した場合には、有機溶剤を除去したのちに、さらに１６０℃程
度以上に感圧粘着剤を加熱して硬化させることが好ましい。なお、基材の一方の表面上に
設けられる粘着層の厚さは、前記シリコーン粘着剤組成物の種類、得られる創傷被覆材の
用途などによって異なるので、一概には決定することができないが、通常５～５０μｍ、
なかんづく２０～４０μｍとなるように調整されることが望ましい。
【００４９】
本発明において使用される基材としては不織布は好ましいものの一つであるが、中でもポ
リウレタン弾性繊維からなる不織布がとくに好ましく用いられる。ポリウレタン弾性繊維
は、すぐれた耐熱性（金属接触時１５０℃以上）、耐寒性（－４０℃以下）、電気絶縁性
（体積固有抵抗：１０１３Ω・ｃｍ以上）、透湿性、耐水性および耐薬品性を有するもの
である。したがって、前記粘着層をこれらの諸物性を有するポリウレタン弾性繊維からな
る不織布と組合せた場合には、前記諸物性をすべて具備した創傷被覆材が得られる。
【００５０】
本発明において好ましく用いられるポリウレタン弾性繊維からなる不織布は、熱可塑性ポ
リウレタンエラストマーからなるフィラメントを集積したいわゆるスパンボンド不織布で
あり、通常熱可塑性ポリウレタンエラストマーを溶融し、該溶融物を急速にノズルから空
気中に噴出させ、得られたフィラメントを集積したのち、冷却することにより得られるも
のである。かかるポリウレタン弾性繊維からなる不織布のなかでは、溶融紡糸されたポリ
ウレタン弾性フィラメントが実質的に集束されずに積層され、前記積層されたフィラメン
トの接触点が該フィラメント自体により接合され、かつ不織布の剛軟度が式：
Ｙ＜０．２Ｘ＋２０
（式中、Ｙは剛軟度（ｍｍ）、Ｘは目付（ｇ／ｍ2）を示す）を満足するものは、とくに
伸縮性、通気性および柔軟性にすぐれているので好適に使用し得るものである。なお、前
記不織布の剛軟度は、ＪＩＳ　Ｌ－１０９６に規定された４５度カンチレバー法に準じて
測定された値を示し、本発明において０．２Ｘ＋２０未満である場合には不織布の柔軟性
が充分に大きくなるので好ましい。とくに好ましい前記不織布の剛軟度は、０．２Ｘ＋１
０未満である。
【００５１】
前記熱可塑性ポリウレタンエラストマーとしては、たとえばソフトセグメントが、アルキ
レン基の炭素数が２～８であるポリアルキレングリコールやポリアルキレンアジペートな
どであり、またハードセグメントが、ジフェニルメタンジイソシアネートなどのジイソシ
アネートと低分子ジオールとの反応によるウレタン結合などである熱可塑性ポリウレタン
エラストマーなどがあげられるが、かかるポリウレタンエラストマーはほんの一例であり
、本発明はこれら例示のみによって限定されるものではない。
【００５２】
前記不織布の厚さおよび目付は、伸縮性および通気性に対して相関関係にあるので一概に
は決定することができない。たとえば、不織布の目付を大きくすれば通気性が低下する傾
向にあるのでその厚さを小さくする必要がある。したがって、前記不織布の厚さおよび目
付は、得られる創傷被覆材の用途などに応じて適宜調整することが望ましい。本発明の創
傷被覆材に使用する前記不織布の通気性は、皮膚などに貼付した場合であってもむれなど
が発生しないようにするために、ＪＩＳ　Ｌ－１０９６に規定されたフラジール形試験機
を用いて測定したときに１００ｍｌ／ｃｍ2・ｓｅｃ以上であることが好ましい。なお、
前記不織布の厚さは、あまりにも薄い場合には、得られる創傷被覆材の引張り強度が充分
でなくなり、またあまりにも厚すぎる場合には、伸縮性が小さくなりすぎる傾向にあるの
で、通常１００～７００μｍ、なかんづく１５０～４００μｍとすることが好ましい。ま
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た、前記不織布の目付は、得られる創傷面保護材に実用に適した引張り強度および適度な
通気性を付与せしめるために、通常１０～２００ｇ／ｍ2、なかんづく５０～１００ｇ／
ｍ2であることが好ましい。
【００５３】
前記不織布としては、たとえば鐘紡（株）製、エスパンシオーネ（登録商標）ＥＳ２５Ａ
、ＥＳ５０Ａ、ＥＳ７５Ａ、ＥＳ８５Ａ、ＥＳ８５Ａ、ＥＳ２５、ＥＳ５０、ＥＳ１５０
、ＵＨ２５、ＵＨ５０、ＵＨ７５、ＵＨ１００、ＵＨ１２５、ＵＨＤ２５、ＵＨＤ５０、
ＵＨＤ７５、ＵＨＤ１００、ＵＨＤ１２５、ＥＨ２５、ＥＨ５０、ＥＨ７５、ＥＨ８５、
ＥＨ１００、ＥＨ１２５、ＥＨ１８０などがあげられ、これらの不織布はいずれも１００
％伸長時における応力は３．９２×１０-1～４．６１Ｎ／ｃｍと小さく、またそのときの
回復率は約９０％以上とすぐれ、破断強度は９．８×１０-4Ｎ／ｃｍ以上、破断時におけ
る伸度は４００％以上であり、伸縮性および引張り強度にすぐれ、かつ適度な通気性を有
するものであるから、本発明において好適に使用し得るものである。なお、本発明は、前
記したような伸縮性および引張り強度を有し、かつ適度な通気性を有する不織布であれば
、前記例示したもの以外のものであっても使用し得ることは勿論のことである。
【００５４】
また、前記不織布は加熱すれば柔かくなるものであるので、その性質を利用して加熱下で
該不織布にたとえばエンボス加工を施してその表面上に凹凸模様を設け、該凸部の上部に
のみ粘着層を設けてもよい。このように凸部の上部にのみ粘着層を設けた場合には、凹部
は粘着層が設けられていないので被着物に粘着することなく自由に伸縮し得るため、さら
に貼付後の創傷被覆材の伸縮性が向上するので好ましい。
【００５５】
なお、不織布の一方の表面上に粘着層を設けるにあたって、前記不織布にあらかじめ撥水
処理を施しておくことが好ましい。このように撥水処理を施した場合には、粘着層が不織
布に浸透することによりひきおこされる粘着力の低下を阻むことができる。また、創傷被
覆材に防水性を付与せしめる場合には、不織布の粘着層が設けられていない面に撥水処理
を施すことができる。前記撥水処理を施す方法にはとくに限定はないが、たとえば撥水処
理剤を不織布に付着せしめる方法などがあげられる。
【００５６】
前記撥水処理剤の代表例としては、たとえばフッ素系撥水処理剤などがあげられる。かか
るフッ素系撥水処理剤の具体例としては、たとえば旭硝子（株）製アサヒガードＡＧ７３
０（商品名）、ユニオン化学工業（株）製ユニカポロンＬＫ４２０（商品名）、大日本イ
ンキ化学工業（株）製ディックガードＸ－１０（商品名）、東海製油（株）製ＴＳガード
Ｋ３１７（商品名）などがあげられるが、本発明はかかる例示のみに限定されるものでは
ない。前記撥水処理剤の使用量は、不織布の目付などによって異なるので一概には決定す
ることができないが、通常固形分量で０．５～１０ｇ／ｍ2、なかんづく１～５ｇ／ｍ2程
度とされるのが好ましい。かかる撥水処理剤の使用量は、前記範囲よりも少ない場合には
、撥水処理剤を使用することによる効果が充分に発現されなくなり、また前記範囲よりも
多い場合には、それ以上の撥水性の向上は望めなく、かえって経済的でなくなる傾向があ
る。
【００５７】
本発明における基材として前記ポリウレタン繊維の不織布を用いた創傷被覆材は、透湿性
および通気性にきわめてすぐれたものであるので、たとえば高温期に人体の皮膚に貼付し
た場合であってもむれなどが発生しにくく、しかも伸縮性にすぐれたものであるので、人
体の関節部などに貼付し、関節部を伸縮させた場合でも皮膚の伸縮に追随し、皮膚から剥
離したり、ずれ動くことがないのである。
【００５８】
なお、本発明の創傷被覆材は、外部からの水や汗などによってむれないようにするために
、防水性および透湿性をさらに向上させることが好ましい。たとえば、汗などによってむ
れないようにするためには、ＪＩＳ　Ｚ－０２０８に準じて９０％ＲＨ（相対湿度）、４
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０℃、２４時間の条件下で測定したときの透湿度は１０００ｇ／ｍ2・２４ｈｒｓ以上、
好ましくは１５００ｇ／ｍ2・２４ｈｒｓ以上、さらに好ましくは１８００～８０００ｇ
／ｍ2・２４ｈｒｓであることが望ましい。かかる透湿度は、通常粘着層に用いられる粘
着剤の種類や付着量などにより調整される。
【００５９】
本発明において用いられる剥離性シートとしては、粘着層から容易に剥離し得るものであ
ればとくに限定はなく、たとえば紙、布、プラスチックフィルムなどの基材表面上に各種
系剥離剤を被覆したものなどがあげられる。
【００６０】
前記剥離性シートとしては、フッ素系剥離紙用シリコーン塗工紙、メチル系剥離紙用シリ
コーン塗工紙などが使用可能である。本発明におけるシリコーン粘着剤は成分（１）由来
のフェニル基を有するため、高価なフッ素系剥離紙用シリコーン塗工紙を使わずに、安価
なメチル系剥離紙用シリコーン塗工紙を使用できる。
【００６１】
メチル系剥離紙用シリコーンとしては、（Ａ）アルケニル基含有ポリオルガノシロキサン
、（Ｂ）ポリオルガノハイドロジェンシロキサン、（Ｃ）白金系触媒からなる組成物など
があり、こうした組成物を剥離用シートに塗布し硬化させることでメチル系剥離紙を作成
することができる。
【００６２】
（Ａ）成分のアルケニル基含有ポリオルガノシロキサンは、実質的に直鎖状のシロキサン
骨格を有し、ケイ素原子に結合したアルケニル基を分子中に少なくとも２個含有し、この
アルケニル基の量としては全有機基中の０．５～３．０モル％の範囲が好ましく、０．５
～２．５モル％のものがさらに好ましい。またこの成分の粘度は２５℃において５０～１
０００ｍＰａ・ｓ、好ましくは２００～５００ｍＰａ・ｓである。
【００６３】
（Ｂ）成分のポリオルガノハイドロジェンシロキサンは、ケイ素原子に結合した水素原子
を分子中に少なくとも３個有し、このＳｉ－Ｈ結合と（Ａ）成分中のアルケニル基との間
の付加反応により、網状の分子構造を形成させて組成物を硬化させる。
【００６４】
（Ｂ）成分中のケイ素原子に結合した有機基としては、メチル、エチル、プロピルのよう
なアルキル基およびフェニル基などの炭化水素基が例示され、合成および取り扱いが容易
なことからメチル基が好ましい。
【００６５】
（Ｂ）成分のシロキサン骨格構造は、直鎖状、分岐状、環状のいずれであってもよく、２
５℃における粘度は５～５００ｍＰａ・ｓの範囲が好ましい。５ｍＰａ・ｓ未満では保存
中に揮発しやすく、一方５００ｍＰａ・ｓを超えると合成および取り扱いが困難となる。
【００６６】
（Ｂ）成分の配合量は、（Ａ）成分中のアルケニル基１個に対して、ケイ素原子に結合し
た水素原子が０．５～２．５個になる量である。この量が０．５個未満または２．５個を
超える場合は、組成物の硬化が充分ではなく、感圧粘着テープ面に塗布されたシリコーン
粘着剤と剥離紙との間の剥離性が損なわれる。
【００６７】
（Ｃ）成分の白金系触媒は、（Ａ）成分中のアルケニル基と（Ｂ）成分中のＳｉ－Ｈ結合
との間のヒドロシリル化反応を促進させる触媒である。（Ｃ）成分としては、白金の他、
塩化白金酸、塩化白金酸とアルコールの反応生成物、白金－オレフィン錯体、白金－ビニ
ルシロキサン錯体、白金－リン錯体などの白金化合物が例示されるが、触媒効果の点から
白金化合物が好ましく用いられる。
【００６８】
（Ｃ）成分の配合量は、触媒としての有効量であり、（Ａ）成分と（Ｂ）成分との合計量
に対して、白金原子として通常１～５００ｐｐｍ、好ましくは１～３００ｐｐｍである。
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１ｐｐｍ未満では硬化が遅く連続生産する場合に実用上不利であり、５００ｐｐｍを超え
ても硬化速度は向上せず、経済性および組成物の安定化のうえで好ましくないからである
。
【００６９】
こうしたメチル系剥離紙用シリコーンには、必要に応じてその機能を損なわない範囲で、
２－メチル－３－ブチン－２－オールのような反応遅延剤、２－ヒドロキシ－２－メチル
－１－フェニルプロパン－１－オンのような光増感剤などを配合してもよい。
【００７０】
本発明の創傷被覆材の一実施態様として、基材の一方の表面上に、前記シリコーン粘着剤
組成物からなる粘着層を設け、該粘着層の一部に吸湿性シートを貼着し、さらに剥離性シ
ートを全面に貼着してなる構成の創傷被覆材があげられる。図１はこの実施態様の創傷被
覆材の一実施例を示す斜視図であり、図２は図１のＩ－Ｉ線断面図である。
【００７１】
図１および図２において、基材１の一方の表面上に粘着層２が設けられ、粘着層２のほぼ
中央部分には吸湿性シート３が設けられ、さらに吸湿性シート３上には剥離性シート４が
設けられている。
【００７２】
前記吸湿性シート３としては、公知のものを用いることができる。その一例として、たと
えば殺菌処理が施された綿やセルロース系繊維からなる織布、編地や不織布などを素材と
する布地などがあげられるが、本発明はかかる例示のみに限定されるものではない。これ
らの吸湿シートのなかでは、綿の編地を素材とする布地は、適度な伸びを呈するものであ
るから、とくに好ましいものである。なお、前記吸湿性シート３の大きさは、通常粘着層
２よりも小さい寸法となるように調整される。また、前記吸湿性シート３が設けられる位
置は、とくに限定がなく、たとえば図２に示されるように粘着層２の中央部であってもよ
く、粘着層２の端部であってもよい。
【００７３】
前記剥離性シート４としては、前述のものが使用できる。かかる剥離性シート４は、通常
粘着層２上に吸湿性シート３が貼付固定された面上に粘着層２の全面を覆うように貼着さ
れる。
【００７４】
本発明の創傷被覆材は、たとえば人体の関節部などに貼付した場合であっても皮膚にひき
つれ感などを与えず、また皮膚の伸縮に追随せしめるためにＪＩＳ　Ｌ－１０９６に規定
の方法にしたがって測定したときの破断伸度が３０％以上、また人体貼付時の伸縮の繰返
しによるたるみをなくし、伸長後にもとの状態に復元せしめるためにＪＩＳ　Ｌ－１０９
６に規定の方法にしたがって測定したときの１００％伸長時における応力が２．４５Ｎ／
ｍｍ以下、回復率が８０％以上であることが好ましい。ただし、これら物性値は粘着面上
に吸湿性シートおよび剥離性シートを貼付しない状態で測定した値である。
【００７５】
【実施例】
以下、本発明の創傷被覆材用シリコーン粘着剤組成物および創傷被覆材を実施例に基づい
てさらに詳細に説明するが、本発明はかかる実施例のみに限定されるものではない。これ
らの例において、「部」は重量部を示す。また「％」はとくに示さないかぎり重量％を示
す。なお、本発明は、下記の実施例に限定されるものではなく、その要旨を変更しない範
囲内で適宜変形して実施し得るものである。
【００７６】
実施例１
表１に示す（１）－１、すなわち、ＭOHＤ2Ph

600Ｄ3398Ｍ
OHで表わされるポリジメチルシ

ロキサンを（１）成分として１００部と、表２に示す（２）－１、すなわちＭ4Ｑ8で表わ
される分岐状ポリシロキサンを（２）成分として固形分量で１２２部とを、トルエンに加
えて撹拌し、両ポリシロキサンを完全に溶解させた。
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ここで、（２）成分は６０％固形分のキシレン溶液として調製されており、（１）成分と
（２）成分とを加えるトルエンの量は、得られるトルエン・キシレン溶液中の（１）成分
と（２）成分との固形分の合計が５５％固形分となる量とした。
【００７８】
なお、表１、２においては、ポリオルガノシロキサン類の各シロキサンン単位を、表３に
示す記号で表示した。また、表１の「生ゴム希釈粘度」は、（１）成分を３０％固形分に
なるようにトルエンで希釈溶解した時の粘度を表わし、表２の「粘度」は、（２）成分を
６０％固形分になるようにキシレンで希釈溶解した時の粘度を表わす。
【００７９】
【表１】

【００８０】
【表２】

【００８１】
【表３】
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【００８２】
この溶液に、（１）（成分）と（２）成分との溶媒との合計量に対して水酸化リチウムと
して５ｐｐｍに相当する量の１％水酸化リチウム水溶液を添加し、溶媒の還流温度で６時
間加熱撹拌して両ポリシロキサンの水酸基を脱水縮合させ、生成した水を系外に除去した
。
【００８３】
ついで、固形分に対して１０ｐｐｍのリン酸を加えて中和し、シリコーン粘着剤を得た。
このシリコーン粘着剤をトルエンで希釈し塗布液を調製した。
【００８４】
得られた塗布液を、Ａ４サイズにカットしたメチル系剥離紙用シリコーン塗工紙（藤森工
業（株）製、バイナシート７０Ｘ－０３２ＨＫ－Ｈ）のシリコーン皮膜上にドクターブレ
ードで塗布し、１００℃で５分間乾燥して溶剤を蒸発させ、厚さ３０ｇ／ｍ2の粘着層を
得た。この粘着層のシリコーン塗工紙のついていない方の面に、長さ２５０ｍｍ、幅２５
ｍｍ、厚さ５０μｍのＰＥＴフィルム（東レ（株）製、ルミラーＴタイプ）を貼付し、荷
重２ｋｇのゴムローラーで圧着してテープ状の粘着剤塗工試料を得た。
【００８５】
こうして得られた粘着剤塗工試料について、以下の測定方法により、粘着特性を評価した
。各成分の配合ならびに評価結果を表４に示す。
【００８６】
なお、表４の「（２）成分量重量部」は、固形分量であり、希釈溶剤であるキシレンは含
まない量である。
【００８７】
また、粘着特性の経時的変化を評価するために、粘着力、プローブタック、保持力、剥離
力については、試料作成直後と、シリコーン塗工紙を付けた状態で４０℃で１カ月保管し
た後とで測定を行なった。結果を表５に示す。
【００８８】
初期粘度
（１）成分と（２）成分との固形分の合計が５５％固形分となるように、希釈溶解したと
きのトルエン・キシレン溶液の粘度を測定した。
【００８９】
製品粘度
（１）成分と（２）成分との固形分の合計が５５％固形分となるように希釈溶解し、（１
）成分と（２）成分を縮合反応させた後の、トルエン・キシレン溶液の粘度を測定した。
【００９０】
粘着力
幅１９ｍｍのテープ状の粘着剤塗工試料を用意し、シリコーン塗工紙を剥がした。荷重２
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ｋｇのゴムローラーを用いて、この粘着剤塗工試料をベークライト板に粘着層が接するよ
うにして貼り合わせ、室温で２０分間養生した。この試料片を引張試験機により１８０°
方向に０．３ｍ／ｍｉｎの速度で引っ張り、粘着力を測定した。
【００９１】
プローブタック
デジタルポリケンプローブタックテスターＴＭＩ８０－０２－０１（株式会社東洋精製機
製作所、商品名）を用いて測定を行なった。シリコーン塗工紙を剥がした粘着剤塗工試料
を、接着時間１秒、荷重９８００Ｎ／ｍ2、接着面積０．２ｃｍ2、剥離速度１０ｍｍ／ｓ
ｅｃの条件でプローブから剥離させ、プローブタックを測定した。
【００９２】
保持力
表面を＃２８０番耐水研磨紙で磨いたステンレス板（ＳＵＳ３０４）の表面に、シリコー
ン塗工紙をはがした粘着剤塗工試料を、粘着層の２５×２５ｍｍの面積が接するようにし
て、荷重２ｋｇのゴムローラーを用いて貼り合わせ、４０℃のオーブン中で２０分間無荷
重で養生した。このテープの下端に１ｋｇの垂直荷重をかけ、この重りが落下するまでの
時間を測定し、重りが落下したときの時間を保持力の値とした。
【００９３】
剥離力
シリコーン塗工紙を付けたままの粘着剤塗工試料を２５℃、５０％ＲＨの条件で、１９６
０Ｎ／ｍ2の荷重をかけながら２０時間養生した後、引張試験機によって１８０°方向に
０．３ｍ／ｍｉｎの速度で引っ張り、粘着層からシリコーン塗工紙を剥がすときの剥離力
を測定した。
【００９４】
実施例２
（２）成分として、表２に示す（２）－２、すなわちＭ8Ｑ8で表わされる分岐状ポリシロ
キサンを使用すること以外は、実施例１と同様の条件でシリコーン粘着剤を調製し、粘着
剤塗工試料を作成し、実施例１と同様の方法で、粘着特性の評価を行なった。各成分の配
合ならびに評価結果を表４に示す。
【００９５】
また、粘着特性の経時的変化の評価も実施例１と同様の方法で行なった。結果を表５に示
す。
【００９６】
実施例３
（１）成分として、表１に示す（１）－２、すなわち、ＭOHＤ2Ph

600Ｄ
Vi
4Ｄ3394Ｍ

OHで
表わされるポリジメチルシロキサンを使用し、（２）成分として、表２に示す（２）－２
、すなわちＭ8Ｑ8で表わされる分岐状ポリシロキサンを使用すること以外は、実施例１と
同様の条件でシリコーン粘着剤を調製し、粘着剤塗工試料を作成し、実施例１と同様の方
法で、粘着特性の評価を行なった。
【００９７】
各成分の配合ならびに評価結果を表４に示す。また、粘着特性の経時的変化の評価も実施
例１と同様の方法で行なった。結果を表５に示す。
【００９８】
実施例４
（１）成分として、表１に示す（１）－３、すなわち、ＭOHＤ2Ph

540Ｄ3458Ｍ
OHで表わさ

れるポリジメチルシロキサンを１００部使用し、（２）成分として、表２に示す（２）－
１、すなわちＭ4Ｑ8で表わされる分岐状ポリシロキサンを固形分量で１００部使用するこ
と以外は、実施例１と同様の条件でシリコーン粘着剤を調製し、粘着剤塗工試料を作成し
、実施例１と同様の方法で、粘着特性の評価を行なった。各成分の配合ならびに評価結果
を表４に示す。
【００９９】



(15) JP 4429523 B2 2010.3.10

10

20

30

40

50

実施例５
反応時間、すなわち（１）成分、（２）成分および水酸化リチウムを含むトルエン・キシ
レン溶液を還流温度で加熱撹拌する時間を１２時間とすること以外は、実施例４と同様の
条件でシリコーン粘着剤を調製し、粘着剤塗工試料を作成し、実施例１と同様の方法で、
粘着特性の評価を行なった。各成分の配合ならびに評価結果を表４に示す。
【０１００】
比較例１
（２）成分として、表２に示す（２）－３、すなわちＭ4Ｑ7で表わされる分岐状ポリシロ
キサンを使用すること以外は、実施例１と同様の条件でシリコーン粘着剤を調製し、粘着
剤塗工試料を作成し、実施例１と同様の方法で、粘着特性の評価を行なった。各成分の配
合ならびに評価結果を表４に示す。
【０１０１】
比較例２
触媒として、１％水酸化リチウム水溶液の代わりに、ジメチルジイソプロピルアミノシラ
ン［（ＣＨ3）2ＣＨＮＨ］2Ｓｉ（ＣＨ3）2を、（１）成分と（２）成分と溶媒との合計
量に対して３００ｐｐｍ使用して、反応時間を１時間としたこと以外は、実施例１と同様
の条件でシリコーン粘着剤を調製し、粘着剤塗工試料を作成し、実施例１と同様の方法で
、粘着特性の評価を行なった。各成分の配合ならびに評価結果を表４に示す。
【０１０２】
また、粘着特性の経時的変化の評価も実施例１と同様の方法で行なった。結果を表５に示
す。
【０１０３】
比較例３
触媒として、１％水酸化リチウム水溶液の代わりに、１％水酸化ナトリウム水溶液を（１
）成分と（２）成分と溶媒との合計量に対して水酸化ナトリウムとして５ｐｐｍに相当す
る量を使用すること以外は、実施例１と同様の条件でシリコーン粘着剤を調製し、粘着剤
塗工試料を作成し、実施例１と同様の方法で、粘着特性の評価を行なった。各成分の配合
ならびに評価結果を表４に示す。
【０１０４】
比較例４
（１）成分として、表１に示す（１）－４、すなわちＭＤ2Ph

600Ｄ3398Ｍで表わされるポ
リジメチルシロキサンを使用すること以外は、実施例１と同様の条件でシリコーン粘着剤
を調製し、粘着剤塗工試料を作成し、実施例１と同様の方法で、粘着特性の評価を行なっ
た。各成分の配合ならびに評価結果を表４に示す。
【０１０５】
比較例５
（１）成分として、表１に示す（１）－５、すなわち、ＭOHＤ2Ph

200Ｄ3798Ｍ
OHで表わさ

れるポリジメチルシロキサンを使用し、（２）成分として、表２に示す（２）－２、すな
わちＭ8Ｑ8で表わされる分岐状ポリシロキサンを使用すること以外は、実施例１と同様の
条件でシリコーン粘着剤を調製し、粘着剤塗工試料を作成し、実施例１と同様の方法で、
粘着特性の評価を行なった。各成分の配合ならびに評価結果を表４に示す。
【０１０６】
比較例６
（１）成分として、表１に示す（１）－６、すなわち、ＭOHＤ2Ph

1000Ｄ2998Ｍ
OHで表わ

されるポリジメチルシロキサンを使用し、（２）成分として、表２に示す（２）－２、す
なわちＭ8Ｑ8で表わされる分岐状ポリシロキサンを使用すること以外は、実施例１と同様
の条件でシリコーン粘着剤を調製し、粘着剤塗工試料を作成し、実施例１と同様の方法で
、粘着特性の評価を行なった。各成分の配合ならびに評価結果を表４に示す。
【０１０７】
比較例７



(16) JP 4429523 B2 2010.3.10

10

（２）成分として、表２に示す（２）－２、すなわち、Ｍ8Ｑ8で表わされる分岐状ポリシ
ロキサンを使用し、かつ、触媒として、１％水酸化リチウム水溶液の代わりに、ジメチル
ジイソプロピルアミノシラン［（ＣＨ3）2ＣＨＮＨ］2Ｓｉ（ＣＨ3）2を、（１）成分と
（２）成分と溶媒との合計量に対して３００ｐｐｍ使用して、反応時間を１時間としたこ
と以外は、実施例１と同様の条件でシリコーン粘着剤を調製し、粘着剤塗工試料を作成し
、実施例１と同様の方法で、粘着特性の評価を行なった。各成分の配合ならびに評価結果
を表４に示す。
【０１０８】
また、粘着特性の経時的変化の評価も実施例１と同様の方法で行なった。結果を表５に示
す。
【０１０９】
【表４】
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【表５】
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【０１１１】
表４の結果から明らかなように、実施例１～５で得られたシリコ－ン粘着剤は、粘着剤粘
度、粘着力、プローブタックなどが高く、保持力と剥離力のバランスのよいものであり、
比較例１～７のシリコーン粘着剤と比較して、創傷被覆材用粘着剤としてすぐれた粘着特
性を有していた。
【０１１２】
さらに、表５の結果から明らかなように、実施例１～３で得られたシリコーン粘着剤は、
粘着力、プローブタック、保持力、剥離力などの経時的安定性も良好であり、４０℃で１
カ月保管した後にも、充分な粘着力およびプローブタックを示し、保持力と剥離力とのバ
ランスも良好で、創傷被覆材としてすぐれた粘着特性を維持していた。
【０１１３】
それに対して、比較例２、７のシリコーン粘着剤においては、経時的に保持力と剥離力と
のバランスが悪化しており、創傷被覆材用粘着剤としては不充分な粘着特性を示していた
。
【０１１４】
実施例６
実施例３で得られたシリコーン粘着剤に対して、実施例３で使用した（２）成分の分岐状
ポリオルガノシロキサン（表２に示す（２）－２）を６％（不揮発分換算）添加してシリ
コーン粘着剤組成物を調製し、得られたシリコーン粘着剤組成物を、Ａ４サイズにカット
したメチル系剥離紙用シリコーン塗工紙（前記バイナシート７０Ｘ－０３２ＨＫ－Ｈ）の
シリコーン皮膜上にドクターブレードで塗布し、１００℃で５分間乾燥して溶剤を蒸発さ
せ、厚さ３０ｇ／ｍ2の粘着層を得た。この粘着層の上に、長さ２５０ｍｍ、幅２５ｍｍ
の不織布（鐘紡（株）製、エスパンシオーネ（登録商標）ＵＨＤ－７５：目付７５ｇ／ｍ
2、厚さ３００μｍ、剛軟度２５～３５ｍｍ）を貼付し、荷重２ｋｇのゴムローラーで圧
着して創傷被覆材を得た。
【０１１５】
こうして得られた創傷被覆材について、以下の測定方法により、粘着力、プローブタック
、保持力、剥離力を測定した。結果を表６に示す。
【０１１６】
粘着力
前記創傷被覆材の不織布の側に、不織布と同じ大きさのＰＥＴフィルム（厚さ：３０μｍ
）を接着剤（塗布量（固形分量）：３０ｇ／ｍ2）を用いて貼り合わせた後、カットして
、幅１９ｍｍのテープ状の創傷被覆材試料を用意した。前記ＰＥＴフィルムは、測定時の
補強用である。この創傷被覆材試料からシリコーン塗工紙を剥がした。荷重２ｋｇのゴム
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ローラーを用いて、この創傷被覆材試料をベークライト板に粘着層が接するようにして貼
り合わせ、室温で２０分間養生した。この試料片を引張試験機により１８０°方向に０．
３ｍ／ｍｉｎの速度で引っ張り、粘着力を測定した。
【０１１７】
プローブタック
前記と同様にして幅２５ｍｍの創傷被覆材試料を作成し、デジタルポリケンプローブタッ
クテスターＴＭＩ８０－０２－０１（株式会社東洋精製機製作所、商品名）を用いて測定
を行なった。シリコーン塗工紙を剥がした創傷被覆材試料を、接着時間１秒、荷重９８０
０Ｎ／ｍ2、接着面積０．２ｃｍ2、剥離速度１０ｍｍ／ｓｅｃの条件でプローブから剥離
させ、プローブタックを測定した。
【０１１８】
保持力
前記と同様にして幅２５ｍｍの創傷被覆材試料を作成した。表面を＃２８０番耐水研磨紙
で磨いたステンレス板（ＳＵＳ３０４）の表面に、シリコーン塗工紙を剥がした創傷被覆
材試料を、粘着層の２５×２５ｍｍの面積が接するようにして、荷重２ｋｇのゴムローラ
ーを用いて貼り合わせ、４０℃のオーブン中で２０分間無荷重で養生した。このテープの
下端に１ｋｇの垂直荷重をかけ、この重りが落下するまでの時間を測定し、重りが落下し
たときの時間を保持力の値とした。
【０１１９】
剥離力
前記と同様にして幅２５ｍｍの創傷被覆材試料を作成した。シリコーン塗工紙を付けたま
まの創傷被覆材試料を２５℃、５０％ＲＨの条件で、１９６０Ｎ／ｍ2の荷重をかけなが
ら２０時間養生した後、引張試験機によって１８０°方向に０．３ｍ／ｍｉｎの速度で引
っ張り、粘着層からシリコーン塗工紙を剥がすときの剥離力を測定した。
【０１２０】
実施例７
実施例３で得られたシリコーン粘着剤に対して、実施例３で使用した（２）成分の分岐状
ポリオルガノシロキサン（表２に示す（２）－２）を６％（不揮発分換算）添加し、さら
に得られた混合物の全量に対してアクリル粘着剤（日本合成化学工業（株）製コーポニー
ル８０６５）を４％（不揮発分換算）添加してシリコーン粘着剤組成物を調製した。この
シリコーン粘着剤組成物を用いて実施例６と同様にして、創傷被覆材を得た。
【０１２１】
得られた創傷被覆材について、粘着力、プローブタック、保持力、剥離力を実施例６と同
様にして測定した。結果を表６に示す。
【０１２２】
【表６】

【０１２３】
実施例８～１０および比較例８～９
実施例１～３、６および比較例２、７でそれぞれ得られた各シリコーン粘着剤を用いて実
施例６と同様にして創傷被覆材を得た。
【０１２４】
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得られた創傷被覆材について、粘着力、プローブタック、保持力、剥離力を実施例６と同
様にして測定した。また、粘着特性の経時的変化を評価するために、シリコーン塗工紙を
付けた状態で４０℃で１ヵ月保管した後に粘着力、プローブタック、保持力、剥離力の測
定を行なった。結果を表７に示す。
【０１２５】
【表７】

【０１２６】
実施例１１～１４
実施例３で得られたシリコーン粘着剤を、Ａ４サイズにカットしたメチル系剥離紙用シリ
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コーン塗工紙（前記バイナシート７０Ｘ－０３２ＨＫ－Ｈ）のシリコーン皮膜上にドクタ
ーブレードで塗布し、１００℃で５分間乾燥して溶剤を蒸発させ、厚さ３０ｇ／ｍ2の粘
着層を得た。この粘着層の上に下記の材料（長さ２５０ｍｍ、幅２５ｍｍ）を貼付し、荷
重２ｋｇのゴムローラーで圧着して創傷被覆材を得た。
【０１２７】
実施例１１：ポリオレフィンフィルム（厚さ：５５μｍ）
実施例１２：ポリエチレン不織布（デュポン社製、商品名：ソンタラ、目付：４４ｇ／ｍ
2、厚さ：４６０μｍ）
実施例１３：レーヨン不織布（旭化成（株）製、商品名：ベンリーゼ、目付：４０ｇ／ｍ
2、厚さ：５５０μｍ）
実施例１４：ポリウレタンフィルム（日清紡（株）製、商品名：モビロン、厚さ：３０μ
ｍ）
【０１２８】
得られた各創傷被覆材について、粘着力、プローブタック、保持力、剥離力を実施例６と
同様にして測定した。結果を表８に示す。
【０１２９】
【表８】

【０１３０】
【発明の効果】
本発明によれば、高タックで、保持力と剥離力のバランスがよく、さらにこれら粘着特性
の経時安定性が優れている、創傷被覆材用シリコーン粘着剤が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の創傷被覆材の一実施例を示す斜視図である。
【図２】図１のＩ－Ｉ線断面図である。
【符号の説明】
１　基材
２　粘着層
３　吸湿性シート
４　剥離性シート
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